
様式第１号別添

個人情報の取扱い

以下の個人情報の取扱いについてをよくお読みになり、その内容に同意する場合は「交

付申請書」の「個人情報の取扱いの確認」欄の□印にレ印を必ずご記入ください。

農業者戸別所得補償交付金の交付に係る個人情報の取扱いについて

農林水産省、地域農業再生協議会は、農業者戸別所得補償制度の交付金を交付するために、

本制度の参加者から提出された申請書等に記載された個人情報を「行政機関の保有する個人

情報の保護に関する法律（平成15年法律第58号）」及び関係法令に基づき適正に管理し、本

対策の各交付金の交付に係る交付事務のために利用します。

また、農林水産省、地域農業再生協議会は、本制度の各交付金の交付のほか、次の事業等

（注１）に係る交付金の交付等に当たり、本対策の申請書等に記載された内容を申請者の関

係する次の関係機関（注２）に必要最小限度内において提供又は確認する場合があります。

このほか、農林水産統計調査の母集団整備や調査事項の確認・補完等や、水田・畑作経営所

得安定対策のうち収入減少影響緩和交付金の計算や米穀流通監視業務の調査等を行うため

に、本申請書に記載された内容を各地方農政局、北海道農政事務所、地方農政局又は北海道

農政事務所の地域センター及び内閣府沖縄総合事務所で必要最小限度内において利用する場

合があります。

なお、この個人情報の取扱いについて同意された場合は、本制度の交付金の交付事務手続

上、申請書等の訂正が必要になったときでも、農林水産省が関係機関に申請書等の内容につ

いて照会して訂正手続を行うなど訂正手続が軽減されるほか、申請者が関係する本対策以外

の各事業の交付金等においても書類の提出が不要になる等、手続が簡素化されます。

さらに、農林水産省、地域農業再生協議会が行った作付面積等の確認結果に基づき、農林

水産省、地域農業再生協議会が交付申請書及び営農計画書の内容を訂正することがあります。

事 農業災害補償制度、耕作放棄地再生利用対策、農業経営基盤強化資金利子助

業 成金等交付事業、環境保全型農業直接支援対策

等

(注１)

機 都道府県、市町村、農業委員会、農業協同組合、集荷業者、担い手育成総合

関 支援協議会、登録検査機関、都道府県種子協会、販売先又は販売の委託先、

等 農業共済組合連合会、農業共済組合等、農業経営基盤強化資金利子助成金等

(注２) 交付事業の事業実施主体 等


